
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2016 年（平成 28 年） 

 10 月 5 日（水） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ 

   大阪市北区太融寺町 3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階 

 

 

 

 

税務調査は怖くない！！ 

～初級編～ 

日 時：2016 年 11 月 11 日（金）  

14:00～15：00 （受付13:45～） 

講 師：税理士法人 SBCパートナーズ  

 森田 宗治 

対 象：経営者・経営幹部 

定 員：10 名（先着順） 

参加費：一般参加 5,000 円（税込） 

弊社顧問契約先 3,000 円（税込）   
※参加費は当日会場にてお渡し下さい。    

会 場：税理士法人SBCパートナーズ   

東京オフィス 会議室 

東京都渋谷区神宮前 6 丁目 19 番 13

号 J－6 ビル9階 

JR 渋谷駅 宮益坂出口より、明治通

りを原宿方面へ徒歩6分 

地下鉄渋谷駅13番出口より徒歩2分 

 

お問合せ：税理士法人ＳＢＣパートナーズ 

T E L：03-5468-3336 

（担当：森田） 

SBC Seminar 
 

セミナー案内 

 

 

 

配偶者控除に代えて、「夫婦

世帯」に対し、若い世代の結

婚や子育てに配慮する観点

から、新たな控除を新設する

案です。新たな控除は配偶者

の収入にかかわらず適用さ

れることとし、働き方の選択

に対して中立的な税制とし

ます。ただし、これまで配偶

者控除を受けてこなかった

世帯も広く対象にすると、新

たに恒久的な財源が必要と

なるため、適用を受ける世帯

に所得制限を設ける可能性

が高くなっています。 

Ｓｃｏｐｅ 

夫婦控除 

SBC  Ｆｉｒｓｔ Ｔａｘ 
エスビーシー・ファーストタックス 

29 年度改正で配偶者控除見直しが本格化 

夫婦世帯を対象とする｢夫婦控除｣が有力 
 

平成 29 年度税制改正における焦点の一つとなる配偶者控除の見直

しの議論が本格化している。配偶者控除（所得税：38 万円、個人住民

税：33 万円）及び配偶者特別控除（所得税：最高 38 万円、個人住民

税：最高 33 万円）は、納税者が一定所得金額以下の配偶者がいる場

合、その納税者本人の担税力の減殺を調整する趣旨から設けられたも

の。配偶者控除については、就業に対する税の中立性の観点から、見

直しが必要との意見が高まっている。 

政府税制調査会は、配偶者控除の見直しについて、すでに平成 26

年 11 月に５つの見直し案を提示している。それは、①配偶者控除の

廃止、②配偶者控除の適用に所得制限を設ける、③いわゆる移転的基

礎控除（配偶者の所得計算で控除しきれなかった基礎控除を納税者本

人に移転すること）の導入、④いわゆる移転的基礎控除の導入・税額

控除化、⑤「夫婦世帯」を対象とする新たな控除の導入の５案である。 

この中では、自民党幹部が平成 29 年度税制改正に盛り込みたいと

の発言が報道されたことや、働き方に中立といった観点などから、⑤

の「夫婦控除」が有力候補として浮上している。ただし、税負担能力

への配慮や税負担の公平性の観点からは、高所得の「夫婦世帯」にま

で新たな控除を適用する必要はないとの指摘もあり、適用を受ける世

帯に所得制限を設ける可能性が高いようだ。 

一方で政府税調は、５つの見直し案とともに、配偶者の働き方の選

択に関しては、企業の家族手当制度、社会保険制度についても検討が

必要としている。政府税調に提出された資料によると、家族手当制度

がある民間企業は 76.5％、うち配偶者に家族手当を支給する企業は

90.3％。さらに、配偶者の収入に制限があるのは 84.9％に上り、収

入制限の額は「130 万円」が 25.8％、「103 万円」が 68.8％とされて

いる。こうしたことから、「103 万円」が就労を抑制する心理的な「壁」

（いわゆる 103 万円の壁）になっているのではないかと指摘してい

る。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる 

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


